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土地取引の監視区域の指定について 

 

１土地取引の規制に関する措置 

国土交通省土地・建設産業局企画課 HP「土地取引規制制度」 

 

 

２ 監視区域の指定要件と通常時の調査 

 

資 料 ２ 
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３ 指定に至る検討プロセス 

 

 

４ 指定時の手続等 

   指定の範囲 

     ↓ 

   指定の期間 

     ↓ 

   届出対象面積の設定 

     ↓ 

   指定の公告 

 

５ 指定後の調査 

  ・区域を指定した市町村 → 指定解除等に向けた指標の継続的調査 

  ・隣接市町村 → 区域指定要件充足の可能性が高い地域の地価動向等を監視 

 

６ 変更 

  ・指定後 1 年程度を目処に、地価の上昇を改めて確認 

   → 届出対象面積の引下げの要否を判断 

 

７ 解除 

  ・1 年程度の期間にわたって地価上昇のおそれがない。 

  ・全国的に地価上昇の安定傾向が明確 

   → 指定の解除 

 

 

 

 

 

 

 


